
　学則第１５条に基づく放送大学と琉球大学（以下「本学」という。）との単位互換の実施に関しては，

「放送大学と琉球大学との間における単位互換に関する協定書」及び「放送大学と琉球大学との間にお

ける単位互換に関する協定についての覚書」に定めるもののほか，次のとおり取扱うものとする。

１．単位互換科目

放送大学で開講される授業科目のうち，単位互換により本学の学生が履修する授業科目（以下「互換

科目」という。）は，別表「放送大学との単位互換科目」のとおりとする。

２．受入れ学生数　　　

単位互換の協定に基づき，放送大学が受入れる本学学生の数は，１５０人とする。

３．学生の身分

単位互換の協定により放送大学の授業科目を履修する学生の放送大学における身分は，「特別聴講学

生」とする。

４．出願手続き

（１）放送大学への出願手続きは，放送大学が定める手続き・様式により行い，各学部学務担当係で出願

書類を取りまとめて学生部へ提出する。学生部は，提出された出願書類を放送大学へ送付する。

（２）放送大学から受入れ予定学生として決定された者の授業料（聴講料）は，学生が個々に所定の銀行

口座に振り込むものとする。

５．履修方法

互換科目の履修期間，成績の評価及び単位の授与については，放送大学の定めるところによる。

６．単位の認定

各学部・学科・課程等が別表に定める互換科目の単位を当該学部・学科・課程等の学生が修得した場

合は，本学で修得した単位とみなし，卒業の要件となる単位として取扱うことができる。ただし，卒業

の要件となる単位数は，学則第１５条に定める６０単位に含むものとする。

７．放送大学が行う成績の評価は，下記のとおり取扱う。

８．留意事項

（１）互換科目の登録単位数は，「琉球大学各学部共通細則」第７条に定める１個学期の上限単位数２０

単位には含まないものとし，同細則第８条に定める１学年最低履修単位数１６単位には含むものとす

る。

（２）放送大学において履修する授業科目の通信指導の再提出及び再試験の実施は翌学期に行われること

から，当該再試験により修得された単位は，再試験が行われた学期に修得されたものとして取り扱う。

（３）最終学年の最終学期に在学する学生は履修できない。

附　則

この取扱いは，単位互換協定締結の日から実施し，平成８年４月１日に在学する学生から適用する。

附　則（平成８年１１月２６日）

この取扱いは，平成９年４月１日から実施する。

附　則（平成１０年２月２３日）

この取扱いは，平成１０年４月１日から実施する。

附　則（平成１８年３月２８日）

この取扱いは，平成１８年４月１日から実施する。

附　則（平成３０年３月１日）

この取扱いは，平成３０年４月１日から実施する。
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